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○ 申請受付期間 

平成２８年５月９日（月）～平成２８年５月２０日（金） 

 

※申請書の提出（申請受付）は、事前予約が必要となります。 

  平成２８年３月 2８日（月）～平成２８年４月２８日（木）午後５時 

まで事前予約を公社ホームページで受け付けております。 

 ※申請書は公社ホームページからダウンロードできます。 

 

URL：http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/sogyo/sogyokassei/index.html 

 

 

○ お問い合わせ先 

 

創業支援課 創業助成係 

〒１０１－００２４  

東京都千代田区神田和泉町 1-13 住友商事神田和泉町ビル９階 

TEL：０３－５８２２－７２３１ 

FAX：０３－５８２２－７２３８ 

e-mail：sogyo@tokyo-kosha.or.jp 
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１ 事業目的 

都内開業率のさらなる向上を図るため、東京都及び公益財団法人東京都中小企業振

興公社では、平成２７年度から「創業活性化特別支援事業」を実施しています。 

本事業はその一環として、創業予定者又は創業から間もない中小企業者等に対して

創業期に必要な経費の一部を助成することで東京都における創業のモデルケースを創

出し、新たな雇用を生み出すなど東京の産業活力の向上を目的として公益財団法人東

京都中小企業振興公社（以下「公社」という。）が実施するものです。 

 

 

２ 事業内容 

 創業予定者、創業して間もない企業等に人件費、賃借料、広告費等、創業期に必要

な経費の一部を助成します。 

 

（１） 対象事業 

「東京都長期ビジョン」（平成２６年１２月策定）で都が掲げた、社会的課題を

解決する一助となるものや、創業のモデルケースとして、都内における創業機

運のさらなる向上が図られ、今後大きな成長や多くの雇用の創出が期待できる

もの 

 

（２） 助成対象期間 

交付決定日（平成２８年８月１日予定）から１年以上２年（平成３０年７月

３１日）の間で事業に必要な期間 

 

（３） 助成限度額 

    ３００万円※（助成下限額 １００万円） 

※但し学生起業家選手権又はTOKYO STARTUP GATEWAYで法人設立事業資金を取得

された方の場合は、当該相当額が助成限度額より減額されます。 

 

（４） 助成率 

    助成対象と認められる費用の３分の２以内 

 

（５） 助成対象経費 

    創業期に要する経費の一部 

    （７ページ～１２ページ、「４ 助成対象経費」参照） 
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（６）助成事業のスケジュール 

 

 

 

※1 事業期間が1年を超える場合は、1年経過時に助成金の中間払いを受けることが可

能です。 

※2 日程については、状況により変更する場合があります。 
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３ 申請要件 

申請に当たっては、次の（１）から（４）のすべての要件を満たす必要があります。 

 

（１）次のア又はイのいずれかに該当すること 

ア 都内での創業を具体的に計画している個人（※１） 

イ 創業後５年未満（※２）であって、中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）

第２条に規定する中小企業者（※３）又は特定非営利活動促進法（平成１０年３月

２５日法律第７号）第２条に規定する特定非営利活動法人（※４） 

 

※１ 公社が創業助成事業申請書を受理した時点で、都内で事業を営む計画があること。助

成対象期間中に都内で法人登記を行うとともに、助成対象期間終了後も都内の主た

る事務所において事業を行うこと。履歴事項全部証明書（登記簿謄本）により、都内

所在等が確認できること。 

※２ 法人の場合：公社が創業助成事業申請書を受理した時点で、都内で事業を営んでいる

とともに、法人登記（個人事業主から法人成りした場合は、個人事業の開業の届出）

を行ってから５年未満であること。都内に主たる事務所がない場合は、助成対象期間

中に都内に本店移転登記を行うとともに、助成対象期間終了後も都内の主たる事務

所において事業を行うこと。履歴事項全部証明書（登記簿謄本）により、都内所在等

が確認できること。 

個人事業主の場合：公社が創業助成事業申請書を受理した時点で、都内税務署に提出

した個人事業の開業の届出を行ってから５年未満であること。助成対象期間中に都

内で法人登記を行うとともに、助成期間終了後も都内の主たる事務所において事業

を行うこと。税務署受付印のある個人事業の開業・廃業等届出書の写し（法人設立後

は、履歴事項全部証明書（登記簿謄本）により、都内所在等が確認できること。 

※３ 以下の定義に該当する「中小企業者」を指します。 

製造業その他 

（① ） 

資本金の額又は出資の総額が３億円以下の会社又は 

常時使用する従業員の数が３００人以下の会社及び個人 

卸売業 資本金の額又は出資の総額が１億円以下の会社又は 

常時使用する従業員の数が１００人以下の会社及び個人 

小売業 資本金の額又は出資の総額が５千万円以下の会社又は 

常時使用する従業員の数が５０人以下の会社及び個人 

サービス業 

（② ） 

資本金の額又は出資の総額が５千万円以下の会社又は 

常時使用する従業員の数が１００人以下の会社及び個人 

① ゴム製品製造業（一部を除く）は、資本金３億円以下又は従業員９００人以下 

② 旅館業は、資本金５千万円以下又は従業員２００人以下、ソフトウエア業・情報処

理サービス業は、資本金３億円以下又は従業員３００人以下 
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※４ 以下の定義に該当する「特定非営利活動法人」を指します。 

 ア 中小企業者の振興に資する事業を行う者であって、中小企業者と連携して事

業を行うもの 

 イ 中小企業者の振興に資する事業を行う者であって、中小企業者の支援を行う

ために中小企業者が主体となって設立するもの（社員総会における表決議の

２分の１以上を中小企業者が有しているもの） 

 

（２）次のアからエのいずれにも該当しないこと 

ア 大企業が単独で発行済株式総数又は出資総額の２分の１以上を所有又は出資

していること 

イ 大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の３分の２以上を所有又は出資

していること 

ウ 役員総数の２分の１以上を大企業の役員又は職員が兼務していること 

エ その他大企業が実質的に経営に参画していると考えられること 

（※）大企業とは、前記（１）で記載する中小企業者以外の者で、事業を営む

者をいいます。ただし、次のいずれかに該当する者については、大企業

としては取り扱いません。 

   ・中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社 

   ・投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合 
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（３）次のアからスの都や公社等の事業いずれかを利用していること 

ア 公社が実施する、ＴＯＫＹＯ起業塾における創業集中サポートについて、公

社が申請書を受理した日までに「創業集中サポート利用実績証明書」の発行

を受けた者 

イ 公社が実施する、事業可能性評価事業について、公社が申請書を受理した日

を起算日として過去３年度において「事業の可能性あり」と評価され、継続

的支援を受けている者 

ウ 都又は公社が設置した創業支援施設（東京ライフサイエンスインキュベーシ

ョンセンター、東京コンテンツインキュベーションセンター、青山創業促進

センター、ソーシャルインキュベーションオフィスＳＵＭＩＤＡ、ベンチャ

ーＫＡＮＤＡ、タイム２４、インキュベーションオフィスＴＡＭＡ、白鬚西

Ｒ＆Ｄセンター）に公社が申請書を受理した時点でいずれかの施設に入居し

ている又は以前に入居していた者 

エ 東京都インキュベーション施設運営計画認定事業において認定を受けた施設

に公社が申請書を受理した時点で入居している又は以前（ただし、認定後に

限る。）に入居していた者 

オ 中小企業基盤整備機構、区市町村、地方銀行、信用金庫、信用組合、国公立

大学又は私立大学が設置した創業支援施設と１年間以上の賃貸借契約を締結

する等、公社が申請書を受理した日に入居している又は公社が申請書を受理

した日を起算日として過去３年以内に入居していた者 

カ 青山創業促進センターにおけるアクセラレーションプログラムを公社が申請

書を受理した時点で受講している者又は以前に受講していた者 

キ 都が実施する、学生起業家選手権又はＴＯＫＹＯ ＳＴＡＲＴＵＰ ＧＡＴＥ

ＷＡＹについて、助成金交付申請年度から起算して過去３年度において準決

勝まで進んだ者 

ク 都が実施する「女性・若者・シニア創業サポート事業」について、取扱金融

機関から本事業に係る融資を受け、その証明を公社が申請書を受理した日ま

でに受けた者 

ケ 東京都中小企業制度融資（創業融資）又は都内区市町村が実施する中小企業

制度融資のうち創業者を対象とした東京信用保証協会の保証付き制度融資を

公社が申請書を受理した時点で利用している者 

コ 都が出資するベンチャー企業向けファンドからの出資等を公社が申請書を受

理した時点で受けている者 

サ 政策金融機関の資本性劣後ローン(創業)を公社が申請書を受理した時点で利

用している者 

シ 産業競争力強化法（平成 25年法律第 98号）第 2条第 23項第 1号に規定す

る認定特定創業支援事業により支援を受け、都内区市町村長の証明を公社が

申請書を受理した日までに受けた者 

ス 東京信用保証協会又は東京都商工会連合会より認定特定創業支援事業に準ずる

支援を受け、その証明を公社が申請書を受理した日までに受けた者 
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※但し学生起業家選手権又は TOKYO STARTUP GATEWAY で法人設立事業資金を取得され

た方の場合は当該相当額が助成限度額より減額されます。 

 

（４） 次のア～チのすべてに該当するもの 

ア 原則として、助成事業の完了した年度の翌年度から起算して５年間、助成事業

実施場所を都外へ変更しないこと 

イ  法人の場合、申請者本人が代表取締役又は代表役員に就いていること。特定非

営利活動法人の場合、申請者本人が理事長に就いていること 

ウ 公社・国・都道府県・区市町村等から同一趣旨の助成を受けていないこと 

エ 公社が実施する他の助成事業に併願申請していないこと 

オ 事業税（法人事業税、個人事業税）及び都民税（法人都民税、個人都民税）を

納税していること 

カ 事業税等を滞納（分納）していないこと 

キ 都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていないこと 

ク 過去に、公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受けた場合、不正等の事

故を起こしていないこと 

ケ 過去に、公社から助成金の交付を受けた場合、「企業化状況報告書」、「実施結果

状況報告書」等を所定の期日までに提出していること 

コ 過去に、本助成事業に採択され助成金を受給した者による、本助成事業への再

度の申請でないこと。（ただし中止等により受給に至らない場合は、他の要件を

満たしているときに限り１回、再度の申請ができるものとする） 

サ 助成事業実施成果が特定の法人・個人向けでないこと 

シ 助成事業終了後も、継続して事業を実施する計画であること 

ス 助成事業を遂行する実施体制や実行能力（経理その他事務含む）等を有し、期

間内に実施できること 

セ 民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続について不確実な

状況が存在しないこと 

ソ 東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者又は遊興娯楽業のうち風俗関連

業、ギャンブル業、賭博等、公社が公的資金の助成先として、社会通念上適切

ではないと判断するものではないこと 

タ 助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得し、関係法令を遵守すること 

チ その他、公社が公的資金の助成先として適切ではないと判断するものではないこ 

と 
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４ 助成対象経費 

助成対象経費は、以下（１）～（４）の条件に適合する経費で「助成対象経費一

覧」に掲げる経費です。 

 

（１） 助成対象事業として決定を受けた事業を実施するための必要最小限の経費 

 

（２） 助成対象期間内（交付決定日から平成３０年７月３１日まで）に契約、 

  取得、支払いが完了した経費※ 

 

（３） 助成対象（使途、単価、規模等）の確認が可能であり、かつ、本助成事業に 

係るものとして、明確に区分できる経費 

 

（４） 財産取得となる場合は、所有権が助成事業者に帰属する経費 

 

※１ ただし人件費、賃借料および備品費のうちリース・レンタル費については

交付決定日前に契約したものも対象とします。 

※２ ただし、助成対象期間は最短でも交付決定日から１年以上となります。   

※３ 助成対象経費の算出に当たっては、事業完了後の実績額と大きく差額が生 

じないよう、実行可能性を十分に検討してください。 
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助成対象経費一覧 

人件費 

助成事業者と直接雇用契約を締結した従業員に対する給与・賃金（パート・アルバイト

を含む。事業実施のために必要となる交付決定日より前に雇用した者も含む。） 

なお助成金交付額の２分の１を上限とします。 

 

【対象となる経費】 

   助成事業者と直接雇用契約を締結した従業員に対する給与・賃金 

 
＜注意事項＞ 

ア 正規従業員に係る給与は、１人につき月額35万円以内を限度とします。

なお年俸制を採用する場合は、毎月定額振込とすること。 

イ パート・アルバイトに係る賃金は１人につき時間単価 1,000円、週 40
時間を限度とします。 

ウ 従業者別に助成事業に係る部分に直接従事することを証する作業日報
の作成を必要とします。 

エ 助成事業に従事できることが確認できる書類として、就業規則、賃金台

帳、振込控、出勤簿、雇用保険被保険者証等を必要とします。 

 

【対象とならない経費の一部】 

（１）派遣・委託等、助成事業者と直接雇用契約を締結していない場合 

（２）給与・報酬等の支払実績が確認できない場合 

（３）事業実施のために交付決定日より前に雇用している者がいる場合、交付
決定日より前に支払った給与・賃金 

（４）就業規則等に定められた所定労働時間を超えて行われる時間外労働（超
過勤務） 

  （５）休日労働 

（６）雇用主が負担する社会保険料、労働保険料等の法定福利費 

（７）食事手当、レクリエーション手当等の飲食・娯楽にあたる手当、役職、
資格、通勤（交通費）手当及び、これらに含まれる消費税及び地方消費
税相当額 

 （８）法人の場合は、代表者及び役員（監査役、会計参与を含む）の人件費 

（９）個人事業主の場合は、本人及び個人事業主と生計を一にする三親等以内
の家族の人件費 

（１０）助成事業に直接的に関係のない業務 
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賃借料 

助成事業の遂行に必要な不動産（事務所、店舗等）を、助成期間を通して継続的 

に借りる場合に要する経費（交付決定日より前に締結し、賃貸借契約に係る賃借 

料も含む）。 

 

【対象となる経費】 

都内の事務所・店舗・駐車場の賃借料・共益費 

 

【対象とならない経費の一部】 

（１）都外の事務所・店舗・駐車場の賃借料・共益費 

（２）店舗・事務所の賃貸借契約に係る敷金・礼金・保証金等 

（３）火災保険料、地震保険料 

（４）申請者本人又は三親等以内の親族が所有する不動産等に係る事務所・店舗
等の賃借料 

（５）既に賃貸借契約を締結している場合は、交付決定日より前に支払った賃借料    

（６）第三者に賃貸する部屋等の賃借料 

（７）民間企業以外が設置する創業支援施設（区市町村、国公立大学等）との賃
貸借契約に係る賃借料 

（８）住居兼店舗・事務所について、間仕切り等物理的に区別されていないもの 

（９）継続的に借りる予定のない賃借料（例 時間貸のコインパーキング、短期・
一時貸しのレンタルオフィス等） 
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専門家謝金及び法人設立費 

創業期の事業立ち上げに必要な外部専門家等に手数料として支払われる経費及び法人

設立に当たって支払われる一部の経費。 

 

【対象となる経費】 

（１）開業、法人設立に伴う申請書類作成経費 

（２）事業実施のために必要な謝金として、依頼した専門家等に支払われる経費 

（３）収入印紙代等（法人設立に係る費用のみ対象とします。） 

 

＜注意事項＞ 

ア 収入印紙代等は法人設立に係る費用のみ対象とします。 

 

【対象とならない経費の一部】 

（１）本助成金の書類作成代行費用 

（２）顧問契約 

（３）訴訟費用 

（４）その他官公署へ対する各種証明類取得費用（印鑑証明等） 
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広告費 

自社で行う広報に係る経費。 

 

【対象となる経費】 

（１） 新聞、雑誌等への助成事業に関する広告掲載に要する経費 

（２） ホームページの作成に要する経費 

（３） 宣伝用チラシ・パンフレット等の作成に要する経費 

（４） 展示会出展に要する経費 

 

＜注意事項＞ 

事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託する場合は、助成対象期間中の請

負契約の締結が必要です。 

 

【対象とならない経費の一部】                            

（１）切手の購入費用  

（２）市場調査費用、又は調査の実施に伴う謝金 

（３）ホームページ作成の場合、デジタルカメラ・画像加工ソフト等ホームページ

作成以外の用途に使用される費用 

（４）展示会出展を他事業者及び他事業と共同で行った場合 
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備品費 

事業立ち上げに必要な机・椅子等のオフィス家具及びＰＣ・オフィス用品等に係 

る購入費又はリース・レンタル費（リース・レンタルの場合、交付決定日より 

前に契約したものも含む。） 

 

【対象となる経費】 

（１）机・椅子等の事務用品 

（２）サーバー等のレンタル費 

 

＜注意事項＞ 

購入の場合、１つあたりの購入単価が税込 10 万円未満のもの、リース・レン 

タルの場合、１契約に係る費用が税込 10 万円未満のものに限る。 
 

【対象とならない経費の一部】 

（１）名刺や文房具等の消耗品 

（２）中古品の購入費用 

（３）外装・内装工事費用 

（４）車両の購入費用 

（５）不動産の購入費用 

（６）切手の購入費用 

（７）事業の実施のために交付決定日より前にリース・レンタル・契約している 

場合、交付決定日より前に支払った費用 

（８）商品券等の金券 

（９）雑誌購読料、新聞代、団体等の会費 

（10）10万円以上の財産(不動産等有形固定資産、および各種の権利等無形固定資 

産)取得費  
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５ 助成対象外経費の例 

（１） 契約から納品・支払いまでの一連の手続きが助成対象期間内（交付決定日か

ら最長で２年間）に行われていない場合。ただし、人件費、賃借料及び備品

費のうちリース・レンタル費については交付決定日前に契約したものでも対

象とします。 

（２） 助成事業に関係のない物品の購入、業務委託等 

（３） 見積書、契約書、仕様書、納品書、検収書、請求書、振込控、領収書等の帳

票類が不備の場合 

（４） 助成金交付申請書に助成対象経費として記載されていないものを購入した場 

合及び支払った場合 

（５） 茶菓、飲食、娯楽、接待の費用 

（６） 助成対象事業以外の通常業務・取引と混合して支払いが行われている場合 

（７） 他の取引と相殺して支払いが行われている場合 

（８） 現金、他社発行の手形や小切手により支払われた場合（原則は振込払い） 

（９） クレジットカードの支払いで購入時、ポイントやマイル等による優遇措置を

取得した場合の相当分 

（10） カード以外の支払いで購入時、ポイントカード等によるポイントを取得した 

場合のポイント分 

（11） 公租公課 

（12） 借入金などの支払利息及び損害遅延金 

（13） 通信運搬費（電話代、インターネット利用料金、切手代）、光熱水費 

（14） 親会社、子会社、グループ企業等関連会社（資本関係のある会社、役員を 

兼任している会社、代表者の親族（三親等以内。以下同様）が経営する会社 

等）、代表者の親族（個人）との取引 

（15） 間接経費（消費税、振込手数料、運送料、交通費、通信費、光熱費、収入印

紙代（法人設立に係るものは除く）等） 

（16） 委託業務で第三者へ再委託されたもの 

（17） 委託業務において成果物等の資産が委託先に帰属する契約を締結したもの 

（18） 一般的な市場価格に対して著しく高額な経費 

（19） 公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費 

（20） 公社が本助成制度に沿わないと判断する経費 

 

※ その他内容によっては助成対象外となるものもありますので、公社へご確認く

ださい。 
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６ 申請書の作成および提出 

（１） 申請書の入手方法 

    申請書は公社ホームページ 

(http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/sogyo/sogyokassei/index.html) 

からダウンロードして作成してください。 

 

（２） 事前予約について 

    申請書の提出は、混雑緩和のため、予約制とさせていただきます。 

    下記期間中に公社ホームページから、「事前予約」をする必要があります(ホ

ームページ内に記載の入力フォームによりお申し込みされた方のみを対象と

します) 

 

なお、お申し込み時点では予約完了ではありません。こちらから書類提出 

の日時をご連絡させていただいた時点で申請書提出日時の予約完了となりま 

す。書類提出の日時は、後日、電子メール又は電話にてご連絡いたします。 

 

    申請予約期間 

平成２８年３月２８日（月）～平成２８年４月２８日（木）午後５時 

（厳守） 
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■申請書の提出先（郵送不可、持参のみ） 

 

（公財）東京都中小企業振興公社 

創業支援課 創業助成係 

〒１０１－００２４  

東京都千代田区神田和泉町１－１３ 住友商事神田和泉町ビル９階 

TEL：０３－５８２２－７２３１ 

FAX：０３－５８２２－７２３８ 

URL：http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/sogyo/sogyokassei/index.html  

 

□交通手段 

JR線・つくばエクスプレス「秋葉原駅」徒歩１０分 

東京メトロ日比谷線「秋葉原駅」徒歩１０分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和通りから見て

三井記念病院手前

隣の建物です 
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（３） 申請書の作成および提出における主な留意事項 

 ア 申請には、具体的な事業計画、経費見積及び資金計画等が必要です。 

イ 申請書提出後の加筆、修正等はできません。 

ウ 申請は１申請者につき１件に限ります。 

エ 申請書の提出には、申請者本人が対応してください（経営コンサルタント等 

による対応・入室はお受けできません。）。 

オ 申請に当たっては、法人の場合は法人名に加え代表者名を記入してください

（会社の場合は代表取締役又は代表社員名、特定非営利活動法人の場合は理 

   事長名を記入してください。）。 

カ  申請に当たっては、申請書記載の「平成28年度創業助成事業申請に必要な書

類」に記載されている該当書類を全て提出していただく必要があります。 

キ 提出された申請書は、いかなる理由があっても返却しません。また、必要に 

応じて、公社から追加資料の提出及び説明を求めることがあります。 

 ク  申請書の作成及び提出等、申請に係る経費は、申請者の負担となります。 

 ケ 予約した日時にお越しにならない場合には、申込を辞退されたものとみな 

    します。 
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７ 審査方法 

（１） 審査方法 

申請書に基づき、書類審査を行います。書類審査を通過した申請者に対して、面

接審査及び総合審査を行い、助成対象者を決定します。日程等については、別途

お知らせします。 

（２） 審査における主な視点 

  ア 形式審査（申請者及び申請内容が申請要件に適合しているか否か） 

イ 内容審査 

以下の視点に基づき、総合的に審査します。 

① 新規性 

事業に独創性・革新性があり、需要や雇用を創出する新たなビジネスモデルで

あることや、既存事業と比較し、優れた技術力を有していること 

② 社会性 

都の社会問題を解決し、効果的に社会貢献ができるビジネスモデルであること 

③ 収益性 

十分なニーズ・顧客、市場規模が存在することや、適切な販売戦略（販売方法、

ターゲット、販売見込等）があることを明らかにした上で、事業全体における

妥当な収益性の見通しを示していること 

④ 実現性 

事業目的が明確かつ具体的に示されており、達成するために妥当な工程、手順

を示していること 

⑤ 創業者 

自身の人脈・経験・ノウハウなどのバックグラウンドを元に自ら練り上げたビ

ジネスモデルを、熱意や問題意識を持ちながら、着実に進める資質を有してい

ること 

⑥ 雇用 

正社員の雇用など、新たな雇用を生み出す事業であること 

⑦ 公的支援の継続性 

助成期間終了後も、公社や他の公的支援を継続的に受けられる事業であること 

  

（３） 審査結果及び交付決定 

ア 審査結果は、書面にてお知らせします。なお、審査の経過・結果に関する 

お問い合わせには一切応じられません。 

イ 審査の結果、助成金交付申請額と助成金交付予定額が異なる場合がありま 

す。 

ウ 助成金交付決定に当たって、必要に応じて条件を付す場合があります。 
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８ 助成事業を実施するための注意事項  

 助成事業の実施に当たっては、以下の点にご留意ください（遵守いただけない場

合は助成金の交付を受けられません）詳細については、採択された後の事務手続き

説明会にてご説明します。 

 

（１） 経理関係書類の確認 

ア 実績報告の確認書類として、次の書類の整備・保管が必要です。見積書、納  

        品書、請求書、振込控（振込先が明記されている金融機関発行のもの）、預   

  金通帳・当座勘定照合表等。 

  イ 海外で発行する証明書や経理関係書類については、日本語訳の添付が必要で  

す。 

ウ 人件費の確認書類として、就業規則、賃金台帳、振込控、出勤簿、作業日報 

雇用保険被保険者証が必要です。 

 

（２） 経費の支払方法 

ア 助成事業に係る経費の支払いは、金融機関・郵便局からの振込払いを原則と 

  します。 

イ 海外取引の場合、外貨支払いの円換算については、当該外貨使用の際の両替 

レートを適用する等、客観的に確認が可能な方法により計算してください。 

 

（３） 事業計画の変更 

代表者の変更、事業所の移転等申請書に記載された内容を変更するときは、

事前に公社の承認が必要となります。ただし、正当な理由がない限り、変更

は認められません。 

 

（４） 公社職員による検査等 

公社職員等が行う購入物の確認・支払った経費の確認（証拠書類などの原本

照合）などを行う検査の際には、公社の指示に従い、誠実に対応しなければ

なりません。 

 

（５） 助成金額の確定 

       採択の際に通知する助成金交付予定額は、助成金交付額の上限を示すもので

あり、公社が実施する検査の結果によっては、助成金交付予定額から減額さ

れることがあります。助成金額は事業完了及び検査後に確定します。 
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（６） 助成事業等の公表について 

採択された場合、申請書に記載された、企業名、代表者名、助成事業概要に

ついて公表すると共に、助成事業に関する事例（モデルケース）としてのＰ

Ｒにご協力いただく場合があります。 

 

 

９ 助成事業完了後の注意事項 

（１） 関係書類の保存 

助成事業に係る関係書類及び帳簿は助成事業の完了した年度の翌年度から起

算して５年間、保存しなければなりません。 

 

（２） 企業化状況報告書の提出・収益納付 

助成事業の完了した年度の翌年度から５年間、助成事業に係る事業化の実施

状況について、毎年報告書を提出しなければなりません。また、この間に助

成事業の事業化により相当の収益を得た場合並びに産業財産権の譲渡又は実

施権の設定及び他への供与により収益が生じた場合には、その収益の一部を

納付しなければなりません。 

 

（３） 財産の管理及び処分 

ア 助成事業により取得又は効用の増加した財産（備品等）について、その管理

状況を明らかにし、かつ、助成事業を完了した年度の翌年度から起算して５

年経過する日まで保存しなければなりません。また、この期間内に処分（目

的外使用、売却、譲渡、交換、貸付、担保に供すること及び廃業）しようと

するときは、あらかじめ公社に申し出て承認を得なければなりません。 

イ 財産処分を行った際、当該財産を処分したことによって得た収入の一部は公

社に納付しなければなりません（納付額は当該処分財産に係る助成金額を限

度とします。）。  
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10 助成金交付決定取消し及び助成金の返還 

助成事業者、助成事業の関係者が、次のいずれかに該当した場合は、助成金交付

決定の全部又は一部を取り消し、不正の内容、申請者及びこれに協力した関係者

等の公表を行うことがあります。 

また、既に助成事業者に助成金が交付されている場合は、期限を定めて返還して

いただきます。 

（１） 交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき 

（２） 偽り、隠匿その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき又は受けよう

としたとき 

（３） 助成金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき 

（４） 事業場所での事業活動の実態がないと認められるとき 

（５） 東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者であると判明したとき 

（６） 申請要件に該当しない事実が判明したとき 

（７） 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件、助成金交付決定に基づく命

令その他法令に違反したとき 

（８） その他、公社が助成事業として不適切と判断したとき 

 

※  刑事罰が適用される場合もありますので十分注意してください 

※  不正又は事故を起こした助成事業者、助成事業の関係者等については、公 

  社が実施するすべての助成事業に申請することは、以後一切できません。 

 

＝申込者情報のお取り扱いについて＝ 

１ 利用目的 

（１） 当該事業の事務連絡や運営管理・統計分析のために使用します。 

（２） 経営支援・技術支援等各種事業案内やアンケート調査依頼等を行う場合があ

ります。 

※ 上記（２）を辞退される方は、当該事業担当者までご連絡ください。 

 

２ 第三者への提供（原則として行いませんが、以下により行政機関へ提供する場合

があります。） 

（１）目的 

ア 公社からの行政機関への事業報告 

イ 行政機関からの各種事業案内、アンケート調査依頼等 

（２）項目 

氏名、連絡先等、当該事業申請書記載の内容 

（３）手段 

電子データ、プリントアウトした用紙 

※ 上記（１）目的のイを辞退される方は、当該事業担当者までご連絡ください。 
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◆  個人情報は「個人情報の保護に関する要綱」に基づき管理しております。 

      当要綱は、(公財)東京都中小企業振興公社ホームページ（http://www.tokyo- 

kosha.or.jp/）より閲覧及びダウンロードすることができますので、併せてご

参照ください。 



 

平成２８年度創業助成事業申請に必要な書類 
◎申請にあたり、注意事項を必読の上、下記の書類提出をお願いします。提出いただいた申請書及び関係書類は、
採択の可否に関わらず返却しませんので、ご了承ください。 

＜注意事項＞ 

※両面印刷不可（ただし、確定申告書の写しを除く）。 

※ステープル留めやファイリングをせずに、クリップ留めにしてください。 

※審査にあたり白黒でコピーを取りますので、資料については白黒でも判別できるものとしてください。 

NO 必 要 書 類 部 数 
ﾁｪｯ
ｸ欄 

1 ○創業助成事業申請前確認書（指定様式） １部 〆 

2 ○創業助成事業申請書（指定様式、全１９ページ） 
正１部 
写２部 

〆 

3 
○説明資料 
※補足説明が必要な場合は提出してください。 
※説明資料はＡ４用紙を使用し、片面 30枚以内とします。  

３部 〆 

4 
○社歴（経歴）書（写しで可） 
※会社概要でも可 

３部 〆 

5 

○確定申告書（写しで可） 
 直近２期分の確定申告書（都内税務署の受付印又は電子申告の受信通知のあるもの）の写し 
（創業２年未満の企業は直近１期分） 
(１)特定非営利活動法人を除く法人の場合 

確定申告書（別表一～十六、決算報告書、法人事業概況説明書、科目内訳書） 
(２)特定非営利活動法人の場合 

事業報告書（財産目録、貸借対照表、収支計算書、役員名簿） 
(３)個人事業主の場合 

事業の収支内訳書又は青色申告決算書（貸借対照表を含む） 
(４)都内で創業した未決算企業、創業予定の個人の場合 

代表者の直近の源泉徴収票（税務署発行の納税証明書（その２）でも可）及び資金繰り表 

各３部 〆 

6 
○登記簿謄本（履歴事項全部証明書）（原本） 
※発行後３ヶ月以内のもの 
※個人事業主の場合は、開業届の写し 

１部 〆 

7 
○定款、設立趣意書(写しで可) 
※個人事業主、創業予定者は除く 

１部 〆 

8 

○直近の事業税等の納税証明書（原本） 
(１)法人の場合 

法人事業税及び法人都民税の納税証明書（都税事務所発行） 
(２)事業税が課税対象の個人事業主の場合 

個人事業税納税証明書（都税事務所発行）及び代表者の住民税納税証明書（区市町村発行） 
(３)事業税が非課税の個人事業主、都内で創業した未決算企業、創業予定の個人の場合 

代表者の所得税納税証明書（その３）（税務署発行）及び住民税納税証明書（区市町村発行） 

各１部 〆 

9 ○本人確認書類（運転免許証、パスポート、在留カード等のいずれか１つ、写しで可） １部 〆 

10 

○申請要件確認書類（以下のいずれか１つ、写しで可） 
(１)創業集中サポート利用実績証明書 
(２)事業可能性評価結果報告書 
(３)創業支援施設と交わした定期建物賃貸借契約書等、利用を証明するもの 
(４)青山創業促進センターにおけるアクセラレーションプログラムの受講を証明するもの 
(５)学生起業家選手権又は TOKYO STARTUP GATEWAY での準決勝進出を証明するもの（賞状など） 
(６)「女性・若者・シニア創業サポート事業」に関する金銭消費貸借契約書等、利用を証明するも 

の 
(７)東京都中小企業制度融資（創業融資）又は都内区市町村が行う中小企業制度融資（創業融資）

に関する保証書等、利用を証明するもの 
(８)株主名簿等、都が出資するベンチャー企業向けファンドの利用を証明するもの 
(９)政策金融機関の資本性劣後ローン(創業)に関する金銭消費貸借契約書等、利用を証明するもの 
(10)認定特定創業支援事業により支援を受けたことを都内区市町村長が証明するもの 
(11)東京信用保証協会又は東京都商工会連合会により認定特定創業支援事業に準ずる支援を受けた

ことを証明するもの 

1 部 〆 

11 ○返信用封筒（長形３号封筒に宛名、住所を記載したもの（切手不要）） ２通 〆 

必要書類のチェックに

お使いください。本書

類を提出する必要はあ

りません。 
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平成２８年度創業助成事業 申請前確認書 
◎申請書を提出される前に下記確認事項に回答してください 

 

上記の内容に間違いありません。 
平成２８年○○月○○日      法人名    株式会社△△△ 

代表者名（氏名） 公社 太郎       印 
         

 

確 認 事 項 ご回答 公社確認 

（１）申請形態（該当する箇所に○を付けてください）    

ア( ) 都内で創業予定の個人 
イ 以下のいずれかに該当する都内で創業５年未満の会社又は個人である 

  （○）製造業・その他業種：資本金３億円以下又は従業員 300人以下 
  （ ）卸売業      ：資本金１億円以下又は従業員 100人以下 
  （ ）小売業      ：資本金５千万円以下又は従業員 50人以下 
  （ ）サービス業    ：資本金５千万円以下又は従業員 100人以下 
 ウ( ) 都内で創業５年未満の特定非営利活動法人 

はい いいえ   

（２）次のア～エの要件を全て満たすこと    

 ア 大企業（中小企業者以外の者：中小企業投資育成(株)、投資事業有限責任組合を除
く。以下同様とする。）が単独で発行済株式総数又は出資総額の２分の１以上を所有
又は出資していない 

はい 
いいえ  

 イ 大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の３分の２以上を所有又は出資して
いない 

はい 
いいえ  

 ウ 役員総数の２分の１以上を大企業の役員又は職員が兼務していない はい いいえ  

 エ その他大企業が実質的に経営に参画していない はい いいえ  

（３）都や公社等の事業いずれか（募集要項３の（３）に記載）を利用している はい いいえ  

（４）次のア～チの要件を全て満たすこと    

ア 原則として、助成事業の完了した年度の翌年度から起算して５年間、助成事業実
施場所を都外へ変更しない（予定を含む） 

はい 
いいえ  

イ 法人の場合、申請者本人が代表に就いている。特定非営利活動法人の場合、申請
者本人が理事に就いている 

はい 
いいえ  

ウ 公社・国・都道府県・区市町村から同一趣旨の内容による助成を受けていない はい いいえ  

エ 公社が実施する他の助成事業に併願申請していない はい いいえ  

オ 都税事務所発行の事業税及び都民税を納税している はい いいえ  

カ 事業税等を滞納していない はい いいえ  

キ 都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていない はい いいえ  

ク 過去に、公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受けた場合、不正等の事故
を起こしていない 

はい 
いいえ  

ケ 過去に、公社から助成金の交付を受けた場合、「企業化状況報告書」、「実施結果
状況報告書」等を未提出でない 

はい いいえ  

コ 過去に、本助成事業に採択され助成金を受給した者による、本助成事業への再度
の申請でない 

はい 
いいえ  

サ 助成事業実施成果が特定の法人・個人向けでない はい いいえ  

シ 助成事業終了後も、継続して実施する計画である はい いいえ  

ス 助成事業を遂行する実施体制や実行能力（経理その他事務含む）等を有し、期間内
に実施できる 

はい 
いいえ  

セ 民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続について不確実な状
況が存在しない 

はい 
 

いいえ 
 

ソ 東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者又は遊興娯楽業のうち風俗関連
業、ギャンブル業、賭博等、公社が公的資金の助成先として、社会通念上適切では
ないと判断するものでない 

はい 
いいえ  

タ 助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得し、関係法令を遵守する はい いいえ  

チ その他、公社が公的資金の助成先として適切ではないと判断するものではない はい いいえ  

（５）申請が採択された場合、本事業内容を公開することに同意する はい いいえ  

（６）「平成２８年度創業助成事業募集要項」の記載内容を全て確認した はい いいえ  

申請書の提出日を

ご記入ください。 
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様式第１号（第３条関係） 

 

        

＊  公 社 記 入 欄 

受付番号  

受付日  

受付者  

電話連絡者  

                           平成２８年 ○○月 ○○日 

 

法人名     株式会社○○ 

代表者名（氏名）公社 太郎 

住所      東京都○○区○○町○‐○‐○ 

                          

                                           

  

 

平成２８年度創業助成事業申請書 
 

下記のとおり助成事業を実施したいので、別紙の書類を添えて、助成金の交付を申請します。 

   

記 

 

 

 

１．助 成 事 業 概 要：       ○○を活用した○○ビジネス       

（主な助成事業を３０字以内で記載してください。） 

 

２．助 成 事 業 詳 細  ： 以前務めていた会社で身につけた○○の技術を活かし、 

              製品○○を製造しております。対象の顧客層は○○で、 

                            ニッチではありますが、競合他社に比べ○○の点につい 

                           て優位性があり、株式会社△△とも事業の協力関係があ 

              るため、今後大きくシェアを拡大できる見込みです。  

              ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

                            ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

                           ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

                          （助成事業の内容について特徴や主なサービス・顧客層・ビジネスパートナーなどを 100字 

               ～150字程度でご記入ください） 

 

 

３．助成対象経費(税込)：   １４，１８２，０４０  円 

 

４．助成対象経費(税抜)：   １３，９１３，０００  円 

 

５．助 成 金 交 付 申 請 額：    ３，０００，０００  円 

 

 

６．事 業 完 了 予 定 日 ：平成 ２９年 １２月末日 
（事業完了予定日は、平成２９年７月末日～平成３０年７月末日迄の日をご記入ください。） 

公益財団法人 東京都中小企業振興公社 

理 事 長 殿 

印 

申請書の提出日をご記入く

ださい。 

申請する助成事業を 

簡潔かつ的確に表すよう 

ご記入ください。 

事業計画書（２）事業内容⑨経費

明細のそれぞれの合計額と一致す

るようにご記入ください。 

創業済みの方は主な事業所

の住所をご記入ください。 
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７．現在利用している公社・都・他の公的機関の創業支援事業は、以下のとおりです。  
（項目を確認の上、該当するものに☑してください。） 

☐ 公社の創業支援事業 

┗  □ 創業集中サポート 

  □ 事業可能性評価 

   □ 創業支援施設〔名称：          〕 

□ 都の創業支援事業 

┗  □ 学生起業家選手権又は TOKYO STARTUP GATEWAY 

 □ 創業支援施設〔名称：          〕 

  □ 女性・若者・シニア創業サポート事業〔借入先金融機関：          〕 

☑ 制度融資〔借入先金融機関： ○○○信用金庫  〕  

☐ 都が出資するベンチャー企業向けファンドからの出資等  

☐ 政策金融機関の資本性劣後ローン（創業）〔借入先金融機関：          〕  

☐ 他機関の創業支援施設(認定インキュ施設、公的機関、大学、金融機関等) 〔名称：          〕 

☐ 認定特定創業支援事業及びそれに準ずる支援事業〔名称：          〕 

                         

８. 他の助成金の申請・採択・交付状況 

申請者について公社・国・都道府県・区市町村等から助成金の申請・採択・交付の実績の過去5年間について

直近のものから順にご記入ください。 

※1「状況」欄には申請・採択・交付の状況をご記入ください。 

※2「主体」欄には国・区市町村等、助成金を交付する主体をご記入ください。 

※3「経費区分」には人件費・備品費などの費用の名称と金額をご記入ください。 

※4「経費明細」には机・椅子などの費用の名称と金額をご記入ください。 

 

助成金の名称 ○○補助金 

状況※1 採択 事業名 ××事業における研究・開発 

主体※2 国 年度 
平成○年

度 

助成期間     

(H/○～H/○） 
平成○年○月～平成○年△月 

経費区分※3 経費明細※4 

名称 金額（単位：円） 名称 金額（単位：円） 

機械装置費 ４００，０００円 

業務用パソコン ４００，０００円 

  

  

展示会等出展費 ２００，０００円 

○○展示会参加費 ５０，０００円 

△△展示会参加費 ５０，０００円 

パネル（大）作成 １００，０００円 

旅費 ５０，０００円 

資材調達のため（２人分） ５０，０００円 

  

  

外注費 ２５０，０００円 

部品の外注 ２５０，０００円 
 

 

  

該当する項目にチェックし、 

必要に応じて具体的な名称を 

ご記入ください。 

平成２３年から現在までの間で、申請中、採択、交付を受け

たすべての助成金・補助金等についてご記入ください。 

不採択、採択後辞退・中止となった助成金・補助金等につい

てご記入いただく必要はありません。 

申請、採択、交付を受けた 

助成金・補助金等の経費明細

をご記入ください。 
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助成金の名称 
 

状況※1 
 

事業名 
 

主体※2 
 

年度 
 

助成期間     

(H/○～H/○）  

経費区分※3 経費明細※4 

名称 金額（単位：円） 名称 金額（単位：円） 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

助成金の名称 
 

状況※1 
 

事業名 
 

主体※2 
 

年度 
 

助成期間     

(H/○～H/○）  

経費区分※3 経費明細※4 

名称 金額（単位：円） 名称 金額（単位：円） 
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事業計画書 
 

（１）申請者・事業の概要 

(項目を確認の上、記載してください。選択項目は、該当するものに☑してください。) 

申請時点において、 ☑ 創業済み ☐ 創業前  

 

①申請者 

ふ り が な 

法 人 名 

かぶしきがいしゃさんかく 

株式会社△△△ 

ふ り が な 

代 表 者 名 

（氏名） 

こうしゃ たろう 

公社 太郎 

性 別  
☑ 男          

☐ 女          

生年月日 

（年齢） 

☑ 昭和 ☐ 平成５０年９月１５日 

４０（歳） 

住所・連絡先 

（個人の住所 

・連絡先） 

 

〒○○○‐○○○○ 

東京都○○区○○町○‐○‐○ 

 

 

 
本事業申請

直前の職業 

☑  1. 会社役員 

☐ 2. 個人事業主 

☐ 3. 会社員 

☐ 4. ﾊﾟｰﾄﾀｲﾏｰ・ｱﾙﾊﾞｲﾄ 

☐ 5. 学生 

☐ 6. なし（無職）  

☐ 7. その他（      ） 

T E L(携帯) ○○○-○○○○-○○○○ 

F A X △△-△△△△-△△△△ 

E-mail ○○○○＠○○○.jp 

本事業以外の 

事業経営経験 

☐ 事業を経営したことがない。 

☑ 事業を経営したことがあり、現在もその事業を続けている。 

  ┗ 事業形態 ☐ 個人事業  ☑ 会社  ☐ 特定非営利活動法人 

    事業内容〔                     〕 

☐ 事業を経営していたが、既にその事業をやめている。（やめた時期：☐ 昭和・☐ 平成 年 月） 

職 歴 

☐ 昭・☑ 平○年○月 ■■■株式会社 退社 

☐ 昭・☑ 平○年○月 ○○○○株式会社 退社 

☐ 昭・☑ 平○年○月 株式会社△△△ 設立 

☐ 昭・☐ 平 年 月  

保有資格 

 

 

 

 

 

 

いずれか該当する項目にチェッ

クをしてください。 

法人名は法人化している場合のみ

ご記入ください。 

個人事業主の場合、屋号のご記入

は必要ありません。 

代表者の住所及び繋が

りやすい電話番号等を

ご記入ください。 
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②事業の概要 

現状の 

組織形態 

☐ 1. 個人事業主 

☑ 2. 法人（中小企業） 

☐ 3. 特定非営利活動法人 

☐ 4. なし（創業前） 

下記の１．個人事業主の方の欄をご記入ください 

下記の２．法人（中小企業）の方の欄をご記入ください 

次ページの３．特定非営利活動法人の方の欄をご記入ください 

次ページの４．なし（創業前）の方の欄をご記入ください 

 

 

現状の組織形態で１．個人事業主の方 

 

開業日 平成  年  月  日 

法人設立日（予定日） 
平成  年  月  日 

（助成事業期間内に法人設立登記を行う必要があります。） 

主たる業種 

(日本標準産業分類中分類に
ならってご記入ください)  

中分類名： 

コード(２桁)： 

法人設立時の本店所在地 
(現状と同様であれば同上と 

してください) 

〒      

 

事業に要する許認可・免許等 
（必要な場合のみ記載） 

許認可・免許等名称  

取得見込み時期  

 

現状の組織形態で２．法人（中小企業）の方 

 

法人設立日 
平成 ○○年 ○○月 ○○日 

  開業日 ※ 
昭和・平成 ○○年 ○○月 △△日 

主たる業種 
(日本標準産業分類中分類を
記載)  

中分類名：生産用機械器具製造業 

コード(２桁)：２６ 

決算日   ３月 ３１日 

資本金又は 
出資金 
（会社） 

           ２，０００千円 

（うち大企業からの出資：   ０千円） 

株主又は 
出資者数 
（会社） 

                ２名 

（うち大企業からの出資：    ０名） 

役員・ 
従業員数 

合
計 

８ 人 
内
訳 

①役員  常勤 ２ 人 非常勤 ０ 人 

②従業員 正社員 ５ 人 ﾊﾟｰﾄ・ｱﾙﾊﾞｲﾄ １ 人 

事業に要する許認可・免許等 
（必要な場合のみ記載） 

許認可・免許等名称  

取得見込み時期  

※ 法人成りした場合、個人事業の開業日をご記入ください。 

いずれか該当する項目に必ず 

チェックしてください。 

上記「現状の組織形態」で 

チェックした項目に対応する 

欄へご記入ください。 

個人事業主から法人成りした場合は、

個人事業の開業日をご記入ください。 

該当する中分類名及びコード（２桁）をご記

入ください。 

コード参考：総務省 標準産業分類 

http://www.soumu.go.jp/toukei_toukats

u/index/seido/sangyo/H25index.htm 
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②事業の概要(つづき) 

現状の組織形態で３．特定非営利活動法人の方 

 

法人設立日 平成  年  月  日 

活動の種類 

（中小企業者の振興に資する

事業を行う者であって、以下

のいずれかをチェック） 

☐ 1. 中小企業者と連携して事業を行うもの 

☐ 2. 中小企業者の支援を行うために中小企業者が主体となって設立するもの 

（社員総会における表決議の二分の一以上を中小企業者が有しているもの 

理事・ 
従業員数 

合
計 

  人 
内
訳 

①理事  常勤  人 非常勤  人 

②従業員 正社員  人 ﾊﾟｰﾄ・ｱﾙﾊﾞｲﾄ  人 

事業に要する許認可・免許等 
（必要な場合のみ記載） 

許認可・免許等名称  

取得見込み時期  

 

 

②事業の概要(つづき) 

現状の組織形態で４．なし（創業前）の方 

 

開業日（予定日） 平成  年 月 日 

法人設立日（予定日） 
平成  年 月 日 

（助成事業期間内に法人設立を行う必要があります。） 

主たる業種 

(日本標準産業分類中分類に
ならってご記入ください)  

中分類名： 

コード(２桁)： 

法人設立時の本店所在地 
(現状と同様であれば同上と 

してください) 
 

事業に要する許認可・免許等 
（必要な場合のみ記載） 

許認可・免許等名称  

取得見込み時期  

 

特定非営利活動法人の場合、

いずれか該当する項目に必ず 

チェックしてください。 
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（２）事業内容 

 (事業全体について、詳しく記載してください。枠に収まらない場合は適宜広げてください。) 

①事業の具体的な内容（製品・サービスの特徴・独創性、ターゲットとする顧客のニーズ等） 

            ※ソーシャルビジネスの場合は「顧客」を「社会や社会課題の解決」と読み替えてください。 

 

募集要項に記載されている７審査方法（２）審査に

おける主な視点に沿って具体的にご記入ください。 

（枠に収まらない場合は、適宜枠を広げてください） 
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②市場（市場の特徴、市場規模、市場の成長性等） 
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③保有する経営資源（事業推進に必要なヒト・モノ・カネ・ノウハウ等） 

 

④本助成を得ることによる効果（雇用への効果、地域経済への波及性、地域社会への貢献性等） 
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⑤資金計画（網掛け部分のみご記入ください）

その他借入金※1

※2　合計については左右同じ金額になるようにご記入ください。

※1　次のページの②資金調達のための借入金及び支払利子内訳書の助成金交付後の内容と
　　　一致するようにご記入ください。

3,000,000

182,040

13,925,000
14,182,040

1,500,000自己資金備品費（机、椅子等） 257,040

4,000,000

役員借入金※1

合計※2 14,182,040 合計※2

助成期間終了までに必要な経費と資金調達を記載

助成事業に必要な経費 金額(単位：円） 資金調達 金額(単位：円）

チラシ、ＨＰ等

借
入
金

（
助
成
金
交
付
後
の
借
入
金
予
定

）

銀行借入金※1

親族借入金※1

設備資金合計 257,040

1,000,000

運
転
資
金

人件費（2名） 10,550,000

事務所賃借料 2,376,000

助成金交付額（申請額）※1

その他（売上等）

運転資金合計

弁護士費用 540,000

4,500,000

設
備
資
金

459,000

事業計画書（２）事業内容

⑨経費明細にならい、各経費

の助成対象経費（税込）をご

記入ください。

助成事業に必要な経費のために、どのように資金を

調達するか（予定含む）をご記入ください。

調達する資金の詳細は、事業計画書（２）事業内容

⑥資金調達のための借入金及び支払利子内訳書にご

記入ください。
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助成金交付前(申請時)

区分
借入残高
(円）※1

借入期間 借入先 利率（％） 固定／変動
支払利子額(円)

※3

自己資金 1,500,000

銀行借入金※5 1,000,000 2年間 ○○信用金庫　創業融資 2.10% 固定 21,000

3,000,000 3年間 ○○信用金庫 1.90% 固定 57,000

役員借入金※5 4,500,000 2年間 ○○○役員 0.02% 固定 800

親族借入金※5 4,000,000 期間無 父 なし

その他借入金

合計 14,000,000 78,800

助成金交付後

区分
借入残高
(円）※2

借入期間 借入先 利率（％） 固定／変動
支払利子額(円)

※4

自己資金 1,500,000

銀行借入金※5 500,000 2年間 ○○信用金庫　創業融資 2.10% 固定 38,000

2,000,000 3年間 ○○信用金庫 1.90% 固定 19,000

役員借入金※5 4,000,000 2年間 ○○○役員 0.02% 固定 400

親族借入金※5 3,000,000 期間無 父 なし

その他借入金

助成金交付額 3,000,000

合計 14,000,000 57,400

※1　申請日時点の残高をご記入ください。ただし、親族借入金は合計金額をご記入ください。
※2　助成金交付後の残高をご記入ください。ただし、親族借入金は合計金額をご記入ください。

⑥資金調達のための借入金及び支払利子内訳書（網掛け部分のみご記入ください）

※3　直近単年度の支払利子額をご記入ください。
※4　助成金交付後の支払利子額をご記入ください。
※5　複数借入がある場合はそれぞれご記入ください。
※6　売上等の記入は不要です。

事業計画書（２）事業内容⑤資金計画にご記入いただ

いた、資金調達の各借入金の金額を助成金交付後の各

欄に転記してください。助成金交付前には、助成金交

付額をどの区分の借入金で充てたか（売上は除く）分

かるよう記入してください。

助成金交付前と助成

金交付後の借入残高

の合計額は助成金交

付額を売上で充てる

場合を除き、一致し

ます。
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  ⑦経営計画（網掛け部分のみご記入ください）

事業スケジュール

Ｈ28/4～Ｈ29/3

Ｈ29/4～Ｈ30/3

Ｈ30/4～Ｈ31/3

※　申請書提出日を基準として、当年度以降の事業スケジュールをご記入ください。

4月～10月　製品○○販売開始。半年間の統計をとり、製造量について検討。

1月　営業社員を雇用。

3月　年間統計をとり、販売場所の検討。

12月　自社ＨＰの公開。製品○○の紹介欄を充実させる予定。

実施時期

当
年
度

4月　製品○○（改良版）販売開始。

5月　チラシ、リーフレットの作成及び配布。

4月　○○店（チェーン店）での委託販売開始。

5月　株式会社○○と製品○○の改良研究開始。

7月～10月　チラシ、リーフレットの作成及び配布。

具体的な実施内容

翌
年
度

翌
々
年
度

1月～3月　改良した製品○○の量産形態に（4月販売開始見込）。

1月　改良した製品○○保管のため、倉庫賃借

申請書提出日後に決算を迎える当年度以降の事業

スケジュールをご記入ください。
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(単位：千円）

前々年度 前年度

期間（H○/○～Ｈ○/○） Ｈ27/1～Ｈ27/3 Ｈ27/4～Ｈ28/3

ア　売上高 6,000 30,000

イ　売上原価 3,000 15,000

ウ　売上総利益(アｰイ） 3,000 15,000

エ　販売管理費計 13,500 25,200

・人件費 4,000 10,000

・賃借料 600 3,000

・専門家謝金及び法人設立費 600 0

・広告費 0 5,000

・備品費 8,000 6,000

・その他経費 300 1,200

オ　営業利益(ウーエ） -10,500 -10,200

従業員数 3 5

うちパート・アルバイト 1 1
積算根拠

⑧-1経営収支（実績）（網掛け部分のみご記入ください）

※　助成事業以外に事業がある場合は、積算根拠に助成事業とそれ以外の事業の内訳もご記入ください。

実績

※　申請書提出日を基準として、決算日を迎えた年度の事業の実績をご記入ください。

【売上高】
製品○○以外：○○千円
製品○○（助成対象）：開発
中

【売上原価】
製品○○以外：
製品Ａ：単価○○円
営業日数：○○日
販売個数：○○個
主要仕入先：○○

【販売管理費】
・人件費
　正規従業員　月○○○千
円
　アルバイト
　　日当○○○円（○○日）
・賃借料
　本社　月○○千円
・専門家手数料
　登記費用　○○千円
・備品費
　製造機械　○○千円
・その他経費
　光熱費等　○○千円

【売上高】
製品○○以外：○○千円
製品○○（助成対象）：開発
中

【売上原価】
製品○○以外：
製品Ａ：単価○○円
営業日数：○○日
販売個数：○○個
主要仕入先：○○

【販売管理費】
・人件費
　正規従業員　月○○○千
円
　アルバイト
　　日当○○○円（○○日）
・賃借料
　本社　月○○千円
・広告費
　ネット広告
　　月○○千円（○○月）
・備品費
　保管用棚　○○千円
・その他経費
　光熱費等　○○千円

申請書提出日前に決算

を迎えた過年度の実績

（直近2年分、概算

可）をご記入ください。

助成事業と助成

事業以外に分け、

各積算根拠の詳

細をご記入くだ

さい。
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(単位：千円）

当年度 翌年度 翌々年度

期間（H○/○～Ｈ○/○） Ｈ28/4～Ｈ29/3 Ｈ29/4～Ｈ30/3 Ｈ30/4～Ｈ31/3

ア　売上高 45,000 50,000 70,000

イ　売上原価 27,000 30,000 45,000

ウ　売上総利益(アｰイ） 18,000 20,000 25,000

エ　販売管理費計 18,800 19,200 23,500

・人件費 10,000 12,000 15,000

・賃借料 3,000 3,200 3,500

・専門家謝金及び法人設立費 600 600 600

・広告費 1,000 1,200 2,000

・備品費 3,000 1,000 1,200

・その他経費 1,200 1,200 1,200

オ　営業利益(ウーエ） -800 800 1,500

従業員数 5 6 6

うちパート・アルバイト 1 2 2
積算根拠

⑧-2経営収支（助成事業期間）（網掛け部分のみご記入ください）

※　申請書提出日を基準として、当年度以降の事業の見通しをご記入ください。
※　助成事業以外に事業がある場合は、積算根拠に助成事業とそれ以外の事業の内訳もご記入ください。

当年度以降の見通し

【売上高】
製品○○以外：○○千円
製品○○（助成対象）：
　○○千円

【売上原価】
製品○○以外：
製品Ａ：単価○○円
営業日数：○○日
販売個数：○○個
主要仕入先：○○

製品○○：
製品○○：単価○○円
営業日数：○○日
販売個数：○○個
主要仕入先：○○

【販売管理費】
・人件費
　正規従業員　月○○○千
円
　アルバイト
　　日当○○○円（○○日）
・賃借料
　本社　月○○千円
・専門家手数料
　月　○○千円
・広告費
　ネット広告
　　月○○千円（○○月）
・備品費
　保管用棚　○○千円
・その他経費
　光熱費等　○○千円

【売上高】
製品○○以外：○○千円
製品○○（助成対象）：
　○○千円

【売上原価】
製品○○以外：
製品Ａ：単価○○円
営業日数：○○日
販売個数：○○個
主要仕入先：○○

製品○○：
製品○○：単価○○円
営業日数：○○日
販売個数：○○個
主要仕入先：○○

【販売管理費】
・人件費
　正規従業員　月○○○千
円
　アルバイト
　　日当○○○円（○○日）
・賃借料
　本社　月○○千円
　倉庫　月○○千円
・専門家手数料
　月　○○千円
・広告費
　ネット広告
　　月○○千円（○○月）
　チラシ　○○千円
　リーフレット　○○千円
・備品費
　保管用棚　○○千円
・その他経費
　光熱費等　○○千円

【売上高】
製品○○以外：○○千円
製品○○（助成対象）：
　○○千円

【売上原価】
製品○○以外：
製品Ａ：単価○○円
営業日数：○○日
販売個数：○○個
主要仕入先：○○

製品○○：
製品○○：単価○○円
営業日数：○○日
販売個数：○○個
主要仕入先：○○

【販売管理費】
・人件費
　正規従業員　月○○○千
円
　アルバイト
　　日当○○○円（○○日）
・賃借料
　本社　月○○千円
　倉庫　月○○千円
・専門家手数料
　月　○○千円
・広告費
　ネット広告
　　月○○千円（○○月）
　チラシ　○○千円
　リーフレット　○○千円
・備品費
　保管用棚　○○千円
・その他経費
　光熱費等　○○千円

申請書提出日後に決

算を迎える当年度以

降の見通しをご記入

ください。

助成事業と助成

事業以外に分け、

各積算根拠の詳

細をご記入くだ

さい。
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⑨経費明細(網掛け部分のみご記入ください)
助成事業期間中に助成対象とするもの （単位　：円）

経費区分 費　用 経費内容明細 助成金交付申請額

（税込） （税抜） （上限3分の2）

Ⅰ　人件費 （1）人件費 給与 8,950,000

賃金 1,600,000

Ⅱ　事業費 （1）賃借料 2,376,000 2,200,000 850,000

（2）専門家謝金及び
　　法人設立費 540,000 500,000 300,000

（3）広告費 459,000 425,000 250,000

（4）備品費 257,040 238,000 100,000

　合計 14,182,040 13,913,000 3,000,000 上限300万円

※　助成対象経費にかかる税とは、消費税のことを指します。

助成対象経費

1,500,000
上限は助成金交
付申請額合計の
２分の１とします

備考

※ ご注意ください。

⑨経費明細以降は円単位

でご記入ください。

※ ご注意ください。

申請後に経費区分の振替えをすることはできま

せん。

（例）助成対象経費として広告費を申請した場

合、人件費や備品費等他の経費に振り替えるこ

とはできません。

助成対象経費（税込）、（税抜）、

助成金交付申請額の合計額を、

申請書の３．助成対象経費（税込）、

４．助成対象経費（税抜）、

５．助成金交付申請額に転記してください。

別紙 助成事業の経費明

細の各経費の合計額を転

記してください。

※ ご注意ください。

①助成金交付申請額

は、助成対象経費

（税抜）の３分の２

が限度額です。

②人件費についての

助成金の限度額は、

助成対象経費（税

抜）の３分の２かつ

助成金交付申請額の

２分の１です。

③助成金交付申請額

の限度額は３００万

円です。
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※　助成対象経費にかかる税とは、消費税のことを指します。

人件費（正規従業員）

※　正規従業員に係る一人あたり月額給与をご記入ください。

ただし、助成対象経費として認められるのは一人あたり月額給与３５万円が限度ですので

ご注意ください。 (単位：円)

人件費（パート･アルバイト）

※　パート・アルバイトに係る一人あたり日額賃金をご記入ください。

ただし、助成対象経費として認められるのは、一人あたり時間単価1,000円かつ週４０時間以内

が限度ですのでご注意ください。 (単位：円)

別紙　助成事業の経費明細(必要に応じ適宜枠を増やしてください）

月数
(A)

月額給与
(B)

助成対象経費

備考

（税込）
（税抜）
(A)×(B)

2 12 250,000 3,000,000 雇用予定。営業業務従事予定。

1 17 350,000

（税抜）
(A)×(B)

5,950,000 雇用中。管理業務従事。

日数
(A)

日額賃金
(B)

助成対象経費

備考

（税込）

計 8,950,000

3

計 1,600,000

1 200 8,000 1,600,000

3

雇用中。月末月初10日間、8ｈ
勤務。経理業務従事。

2

源泉徴収税、社会保険料等を

含めた金額をご記入ください。

人件費には消費税が含まれない

ため、助成対象経費（税込）の

金額をご記入いただく必要はあ

りません。

各経費の助成対象経費（税込）、（税

抜）それぞれの合計額を事業計画書

（２）事業内容⑨経費明細に転記して

ください。
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賃借料

※　助成事業の遂行に必要な不動産（事務所、店舗等）を、助成期間を通して継続的に借りる場合に

要する経費をご記入ください。

民間企業以外が設置する創業支援施設（区市町村、国公立大学等）の賃借料は助成対象と

ならないため、ご注意ください。 （単位：円）

専門家謝金及び法人設立費

※　外部の専門家へ業務のアドバイス等の依頼をする場合に要する経費または定款認証料や収入印紙など

法人設立等に当たって支払いを要する経費をご記入ください。

また、外部の専門家に依頼をする場合は、指導内容や回数等を内容欄にご記入ください。 （単位：円）

広告費

なお、チラシやパンフレット等については助成事業期間内に使い切ることを原則としており、

助成事業終了時点での未使用残品は助成対象とならないため、ご注意ください。 （単位：円）

賃借物
（場所・広さ）

使用目的
月数
(A)

月額賃借料
(税抜)
(B)

助成対象経費

備考

（税込）
（税抜）
(A)×(B)

○○駅周辺
（50㎡）

事務所用 17 100,000 2,376,000 2,200,000
現在選定
中

計 2,376,000 2,200,000

計 540,000 500,000

内容

助成対象経費

備考

（税込） （税抜）

弁護士　契約書作成 540,000 500,000 契約先未定

契約先未定

チラシ作成（単価10円、5000部） 54,000 50,000

※　自社で行う広報に係る経費を記入してください。外部の業者と契約をする場合は、チラシ等の作成部数や単価、

支払予定先などの詳細を、内容欄にご記入ください。

内容

助成対象経費

備考

（税込） （税抜）

契約先未定

自社ＨＰ作成 108,000 100,000

ネット広告（月10,000円、17月） 216,000 200,000

リーフレット作成（単価15円、5000部） 81,000 75,000

△△△掲載
予定

計 459,000 425,000

株式会社□
□委託予定

各経費の助成対象経費（税

込）、（税抜）それぞれの合

計額を事業計画書（２）事業

内容⑨経費明細に転記してく

ださい。

40



備品費（購入）

※　購入する備品の品名、個数、購入単価（税抜）等をご記入ください。

また、購入する備品は購入単価（税込）１０万円未満でなければ助成対象とならないため、

ご注意ください。 (単位：円)

備品費（リース･レンタル）

※　助成実施期間内に使用する月数×月額単価をご記入ください。

また、リース・レンタルの備品は一契約に係る助成対象経費（税込）が１０万円未満

でなければ助成対象とならないため、ご注意ください。 (単位：円)

品　名 用　途
個数
(A)

購入単価
(税抜)
(B)

助成対象経費

備考

（税込）
（税抜）
(A)×(B)

エアコン（レンタル） 製品管理用 11

椅子 応接室用 4 20,000 86,400 80,000

机 応接室用 1 70,000 75,600 70,000

162,000 150,000

品　名 用　途
月数
(A)

リース料等
月額単価
(税抜)
(B)

助成対象経費

備考

（税込）
（税抜）
(A)×(B)

8,000 95,040 88,000

計 95,040 88,000

計

※ ご注意ください。

備品費（リース・レ

ンタル）は、助成対

象経費（税込）が１

０万円未満でなけれ

ば、助成対象経費と

なりません。

※ ご注意ください。

申請書に記載されていないものを購入・支払った場合助成対象となりません。

各経費の助成対象経費（税込）、

（税抜）それぞれの合計額を⑨経費

明細に転記してください。

各経費の助成対象経費（税

込）、（税抜）それぞれの合

計額を事業計画書（２）事業

内容⑨経費明細に転記してく

ださい。

41


